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地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱の一部改正について（R6一次補正③（DXGX（人材確保、自動運転含む）、バリアフリー等）） 

 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱の一部を次のように改正する。 

 

次の表の左欄の内容を加える。なお、（参考）欄及び改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する追加附則及び改正後欄に掲げる規定の傍線

を付した部分のように改め、（参考）欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下「対象規定」という。）は、当該対象規定を追

加附則欄及び改正後欄に掲げるもののように改め、追加附則欄及び改正後欄に掲げる対象規定で（参考）欄及び改正前欄にこれに対応するものを掲げていないも

のは、これを加える。 

 

【DXGX（人材確保、自動運転含む）、バリアフリー等】 

追加附則 （参考） 令和５年度補正事業における記載 

  附  則（国総地第１７２号、国自旅第２９１号） 

（略） 

（「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト） 

（略） 
第５条（略） 

 

 附  則（国総地第１７６号、国鉄都第１５１号、国鉄事第４９９号、

国自旅第２９５号、国自技環第１７２号、国海内第２０９号、国空事第１

１２５号） 

 

 

第１条 この要綱の改正は、令和６年度第一次補正予算から施行する。 

 

（交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援事業等） 

第２条 大臣は、令和６年度第一次補正予算に限り、附則別表１及び附則

 附  則（国総地第１３８号、国自旅第３５６号） 

（略） 

（危険なバス停対策事業） 

（略） 

第２０条 （略） 

 

 附  則（「国総地第１４１号、国鉄事第８０３号、国自旅第３６２号、

国自技環第２０７号、国海内第１７８号、国空事第１１３４号」、「国総

地第５号、国鉄事第６５号、国自旅第１３号、国自技環第５号、国海内第

１１号、国空事第２６号」） 

 

第１条 この要綱の改正は、令和５年度第一次補正予算から施行する。 

 

（交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援事業等） 

第２条 大臣は、令和５年度第一次補正予算及び令和６年度予算に限り、
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別表２、附則別表３に掲げる地域公共交通事業者が交通ＤＸ・ＧＸによ

る地域交通の経営改善支援事業等（以下「交通ＤＸ・ＧＸによる経営改

善支援事業等」という。）を行う場合においては、この条から附則第２

２条までに定めるところにより、予算の範囲内において当該事業を行う

者（以下この条から附則第２２条までにおいて「補助対象事業者」とい

う。）に対し補助金を交付する。 

 

（補助対象期間の始期） 

第３条 交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援事業等のうち、附則別表２に

掲げる旅客自動車運送事業者及びこれらの者を構成員に含む団体による

人材確保に要する経費（人材確保セミナー開催経費、広報業務に関する

経費、二種免許取得に関する経費等）に対する支援における補助対象期

間の始期は、令和６年１２月１７日とする。 

 

（交通ＤＸ・ＧＸ等による地域公共交通経営改善計画） 

第４条 補助対象事業者は、交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援事業を行

おうとするときは、次に掲げる事項（自動車分野の人材確保に関する取

組にあっては第一号を除く。）について、別に定めるところにより交通

ＤＸ・ＧＸによる地域公共交通経営改善計画の概要を、あらかじめ大臣

に提出しなければならない。 

 一 公共交通のデジタル化・システム化・グリーン化の取組 

 二 事業の経営改善に資する新たな取組 

 三 地方公共団体との連携に関する取組 

 四 その他公共交通の事業の持続性の確保に向けた収支の改善を図る取

組 

 五 前各号の取組に見込まれる経費 

附則別表１及び附則別表２、附則別表３に掲げる地域公共交通事業者が

交通ＤＸ・ＧＸによる地域交通の経営改善支援事業等（以下「交通ＤＸ・

ＧＸによる経営改善支援事業等」という。）を行う場合においては、こ

の条から附則第２２条までに定めるところにより、予算の範囲内におい

て当該事業を行う者（以下この条から附則第２２条までにおいて「補助

対象事業者」という。）に対し補助金を交付する。 

 

（補助対象期間の始期） 

第３条 交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援事業等のうち、附則別表２に

掲げる旅客自動車運送事業者及びこれらの者を構成員に含む団体による

人材確保に要する経費（人材確保セミナー開催経費、広報業務に関する

経費、二種免許取得に関する経費等）に対する支援における補助対象期

間の始期は、令和５年１１月２９日とする。 

 

（交通ＤＸ・ＧＸ等による地域公共交通経営改善計画） 

第４条 補助対象事業者は、交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援事業を行

おうとするときは、次に掲げる事項（自動車分野の人材確保に関する取

組にあっては第一号を除く。）について、別に定めるところにより交通

ＤＸ・ＧＸによる地域公共交通経営改善計画の概要を、あらかじめ大臣

に提出しなければならない。 

 一 公共交通のデジタル化・システム化・グリーン化の取組 

 二 事業の経営改善に資する新たな取組 

 三 地方公共団体との連携に関する取組 

 四 その他公共交通の事業の持続性の確保に向けた収支の改善を図る取

組 

 五 前各号の取組に見込まれる経費 
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（補助対象事業等） 

第５条 大臣は、補助対象事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象と

して大臣が認める経費（以下この条から附則第２２条までにおいて「補

助対象経費」という。）について、予算の範囲内において補助対象事業

者に対し補助金を交付する。 

２ 交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援事業等（自動車分野のデジタル化・

システム化・グリーン化等に関する取組及び人材確保に関する取組、Ｍ

ａａＳの実装に向けた基盤整備事業を除く。）における補助対象事業の

種目並びに補助対象事業の種目ごとの補助対象事業者、補助対象経費の

区分及び補助率は、附則別表１に定めるものとする。 

３ 自動車分野のデジタル化・システム化・グリーン化等に関する取組及

び人材確保に関する取組における補助対象事業の種目並びに補助対象事

業の種目ごとの補助対象事業者、補助対象経費の区分及び補助率は、附則

別表２に定めるものとする 

４ ＭａａＳの実装に向けた基盤整備事業における補助対象事業の種目並

びに補助対象事業の種目ごとの補助対象事業者、補助対象経費の区分及

び補助率は、附則別表３に定めるものとする。 

 

（補助金の額） 

第６条 国が交付する補助金の額は、補助対象経費に附則別表１又は附則

別表２、附則別表３に定める補助率を乗じて得た額以内とする。 

 

（補助金交付申請） 

第７条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、すみ

やかに様式第１４－１による補助金交付申請書を大臣に提出しなければ

 

（補助対象事業等） 

第５条 大臣は、補助対象事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象と

して大臣が認める経費（以下この条から附則第２２条までにおいて「補

助対象経費」という。）について、予算の範囲内において補助対象事業

者に対し補助金を交付する。 

２ 交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援事業等（自動車分野のデジタル化・

システム化・グリーン化等に関する取組及び人材確保に関する取組、Ｍ

ａａＳの実装に向けた基盤整備事業を除く。）における補助対象事業の

種目並びに補助対象事業の種目ごとの補助対象事業者、補助対象経費の

区分及び補助率は、附則別表１に定めるものとする。 

３ 自動車分野のデジタル化・システム化・グリーン化等に関する取組及

び人材確保に関する取組における補助対象事業の種目並びに補助対象事

業の種目ごとの補助対象事業者、補助対象経費の区分及び補助率は、附則

別表２に定めるものとする 

４ ＭａａＳの実装に向けた基盤整備事業における補助対象事業の種目並

びに補助対象事業の種目ごとの補助対象事業者、補助対象経費の区分及

び補助率は、附則別表３に定めるものとする。 

 

（補助金の額） 

第６条 国が交付する補助金の額は、補助対象経費に附則別表１又は附則

別表２、附則別表３に定める補助率を乗じて得た額以内とする。 

 

（補助金交付申請） 

第７条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、すみ

やかに様式第１４－１による補助金交付申請書を大臣に提出しなければ
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ならない。 

２ 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときであって附則

別表１及び附則別表２に定める事業を行う場合は、交通ＤＸ・ＧＸ等に

よる地域公共交通経営改善計画を補助金交付申請書に添付するものとす

る。 

３ 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときであって附則

別表１に定める実証運行を行う場合は、次の各号に掲げる書類を補助金

交付申請書に添付するものとする。 

 一 実証運行の計画として次に掲げる事項を記載した書類 

  イ 実証運行の実施内容（期間、運行回数、輸送人員見込等） 

  ロ 交通ＤＸ・ＧＸ等による地域公共交通経営改善計画に基づく新た

な取組のうち、実証運行に係る内容 

  ハ 実証運行により達成しようとする目標 

  ニ 実証運行の目標達成状況の把握方法 

  ホ 実証運行に要する経費見込 

  へ 実証運行による収入見込 

 二 直近の財務関係書類（貸借対照表及び損益計算書） 

 三 国又は地方公共団体による支援制度を活用している場合にはその内

容及び額を証明する書類 

 

（交付の決定及び通知） 

第８条 大臣は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったとき

は、審査の上、交付決定を行い、様式第１４－２による交付決定通知書

を補助対象事業者に通知するものとする。 

２ 大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。 

 

ならない。 

２ 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときであって附則

別表１及び附則別表２に定める事業を行う場合は、交通ＤＸ・ＧＸ等に

よる地域公共交通経営改善計画を補助金交付申請書に添付するものとす

る。 

３ 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときであって附則

別表１に定める実証運行を行う場合は、次の各号に掲げる書類を補助金

交付申請書に添付するものとする。 

 一 実証運行の計画として次に掲げる事項を記載した書類 

  イ 実証運行の実施内容（期間、運行回数、輸送人員見込等） 

  ロ 交通ＤＸ・ＧＸ等による地域公共交通経営改善計画に基づく新た

な取組のうち、実証運行に係る内容 

  ハ 実証運行により達成しようとする目標 

  ニ 実証運行の目標達成状況の把握方法 

  ホ 実証運行に要する経費見込 

  へ 実証運行による収入見込 

 二 直近の財務関係書類（貸借対照表及び損益計算書） 

 三 国又は地方公共団体による支援制度を活用している場合にはその内

容及び額を証明する書類 

 

（交付の決定及び通知） 

第８条 大臣は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったとき

は、審査の上、交付決定を行い、様式第１４－２による交付決定通知書

を補助対象事業者に通知するものとする。 

２ 大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。 
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（交付決定の変更等の申請） 

第９条 補助対象事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとするとき

は、様式第１４－３による交付決定変更申請書を大臣に提出し、その承認

を受けなければならない。ただし、軽微な場合を除く。 

 

（交付決定の変更及び通知） 

第１０条 大臣は前条の規定による交付決定変更申請書の提出があったと

きは、審査の上、交付決定の変更を行い、様式第１４－４による交付決

定変更通知書を補助対象事業者に通知するものとする。 

２ 大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。 

 

（申請の取下げ） 

第１１条 補助対象事業者は、補助金の交付の決定後、その交付の決定に

係る申請の取り下げをするときは、交付決定の通知を受けた日から起算

して３０日以内に、その旨を記載した書面を大臣に提出しなければなら

ない。 

 

（状況報告） 

第１２条 補助対象事業者は、大臣の要求があった場合には、すみやかに

様式第１４－５による状況報告書を大臣に提出しなければならない。 

２ 補助対象事業者は、補助対象事業が補助対象事業年度内に完了しない

見込みであるときは、状況報告書にその理由を付して事業年度の３月１

０日までに大臣に提出しなければならない。ただし、第８条第１項又は

第１０条第１項の通知が当該事業年度の３月１０日以降に行われた場合

は、大臣が別に指定する日までとする。 

３ 補助対象事業者は、前項の補助対象事業の遂行状況について次事業年

（交付決定の変更等の申請） 

第９条 補助対象事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとするとき

は、様式第１４－３による交付決定変更申請書を大臣に提出し、その承

認を受けなければならない。ただし、軽微な場合を除く。 

 

（交付決定の変更及び通知） 

第１０条 大臣は前条の規定による交付決定変更申請書の提出があったと

きは、審査の上、交付決定の変更を行い、様式第１４－４による交付決

定変更通知書を補助対象事業者に通知するものとする。 

２ 大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。 

 

（申請の取下げ） 

第１１条 補助対象事業者は、補助金の交付の決定後、その交付の決定に

係る申請の取り下げをするときは、交付決定の通知を受けた日から起算

して３０日以内に、その旨を記載した書面を大臣に提出しなければなら

ない。 

 

（状況報告） 

第１２条 補助対象事業者は、大臣の要求があった場合には、すみやかに

様式第１４－５による状況報告書を大臣に提出しなければならない。 

２ 補助対象事業者は、補助対象事業が補助対象事業年度内に完了しない

見込みであるときは、状況報告書にその理由を付して事業年度の３月１

０日までに大臣に提出しなければならない。ただし、第８条第１項又は

第１０条第１項の通知が当該事業年度の３月１０日以降に行われた場合

は、大臣が別に指定する日までとする。 

３ 補助対象事業者は、前項の補助対象事業の遂行状況について次事業年
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度第２四半期終了後、すみやかに状況報告書を大臣に提出しなければな

らない。 

 

（実績報告） 

第１３条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日か

ら１か月を経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに

様式第１４－６による完了実績報告書を大臣に提出しなければならな

い。ただし、補助対象事業の全部が交付決定年度内に完了しないときに

は、翌年度の４月３０日までに様式第１４－７による終了実績報告書を

大臣に提出しなければならない。 

２ 補助対象事業者は、前項の完了実績報告書又は終了実績報告書を提出

するときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を添付するものと

する。 

 一 実証運行の実績（期間、運行回数、輸送人員等） 

 二 交通ＤＸ・ＧＸ等による地域公共交通経営改善計画に基づく新たな

取組に係る実証運行による効果 

 三 実証運行の目標達成状況（目標を達成することができなかった場合

の要因分析も含む。） 

 四 実証運行に要した経費 

 五 実証運行による収入 

 

（補助金の額の確定等） 

第１４条 大臣は、前条第１項本文の規定による完了実績報告を受けた場

合であって、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の

決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべ

き補助金の額を確定し、様式第１４－８により補助対象事業者に通知す

度第２四半期終了後、すみやかに状況報告書を大臣に提出しなければな

らない。 

 

（実績報告） 

第１３条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日か

ら１か月を経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに

様式第１４－６による完了実績報告書を大臣に提出しなければならな

い。ただし、補助対象事業の全部が交付決定年度内に完了しないときに

は、翌年度の４月３０日までに様式第１４－７による終了実績報告書を

大臣に提出しなければならない。 

２ 補助対象事業者は、前項の完了実績報告書又は終了実績報告書を提出

するときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を添付するものと

する。 

 一 実証運行の実績（期間、運行回数、輸送人員等） 

 二 交通ＤＸ・ＧＸ等による地域公共交通経営改善計画に基づく新たな

取組に係る実証運行による効果 

 三 実証運行の目標達成状況（目標を達成することができなかった場合

の要因分析も含む。） 

 四 実証運行に要した経費 

 五 実証運行による収入 

 

（補助金の額の確定等） 

第１４条 大臣は、前条第１項本文の規定による完了実績報告を受けた場

合であって、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の

決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべ

き補助金の額を確定し、様式第１４－８により補助対象事業者に通知す
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るものとする。 

 

（間接補助対象事業の実施に係る規程の承認等） 

第１５条 附則別表２により補助を実施する場合、補助対象事業者は、間

接補助対象事業の開始前に、間接補助対象事業の実施に係る交付手続き

等について、本交付要綱に準ずる規程を定め、大臣の承認を受けなければ

ならない。これを変更しようとするときも同様とする。 

２ 補助対象事業者が、前項に定める交付規程に違反した間接補助事業の実

施に係る手続き等を行った場合は、前条に定める交付決定の取消しを行

うとともに補助金の返納を命ずるものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１６条 補助対象事業者は、国から補助金の支払いを受けようとすると

きは、様式第１４－９による補助金支払請求書を大臣に提出しなければ

ならない。なお、必要があると認められる経費については、概算払をす

ることができる。 

 

（事業の中止等） 

第１７条 補助対象事業者は、補助対象事業の中止、廃止又は譲渡を行お

うとする場合は、その旨を記載した書面を大臣に提出し、その承認を受

けなければならない。 

 

（補助金の整理） 

第１８条 補助対象事業者は、補助対象経費に係る補助金について収入及

び支出に関する帳簿を備え、他の経理と区分して補助金の使途を明らか

にしておかなければならない。 

るものとする。 

 

（間接補助対象事業の実施に係る規程の承認等） 

第１５条 附則別表２により補助を実施する場合、補助対象事業者は、間

接補助対象事業の開始前に、間接補助対象事業の実施に係る交付手続き

等について、本交付要綱に準ずる規程を定め、大臣の承認を受けなければ

ならない。これを変更しようとするときも同様とする。 

２ 補助対象事業者が、前項に定める交付規程に違反した間接補助事業の実

施に係る手続き等を行った場合は、前条に定める交付決定の取消しを行

うとともに補助金の返納を命ずるものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１６条 補助対象事業者は、国から補助金の支払いを受けようとすると

きは、様式第１４－９による補助金支払請求書を大臣に提出しなければ

ならない。なお、必要があると認められる経費については、概算払をす

ることができる。 

 

（事業の中止等） 

第１７条 補助対象事業者は、補助対象事業の中止、廃止又は譲渡を行お

うとする場合は、その旨を記載した書面を大臣に提出し、その承認を受

けなければならない。 

 

（補助金の整理） 

第１８条 補助対象事業者は、補助対象経費に係る補助金について収入及

び支出に関する帳簿を備え、他の経理と区分して補助金の使途を明らか

にしておかなければならない。 
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２ 補助対象事業者は、前項の帳簿とともにその内容を証する書類を整理

して、補助対象事業の完了する日の属する年度の終了後５年間保存しな

ければならない。 

 

（取得財産等の整理） 

第１９条 補助対象事業者は、取得財産等に関する特別の帳簿を備え、取

得財産等を取得し、又は効用の増加した時期、所在場所、価格及び取得

財産等に係る補助金等の取得財産等の状況が明らかになるよう整理しな

ければならない。 

 

（帳簿等の保存） 

第２０条 補助対象事業者は、次の各号に掲げる帳簿等を、次項で定める

期間保存しておかなければならない。 

 一 取得財産等の得喪に関する書類 

 二 取得財産等の現状把握に必要な書類及び資料類 

２ 前項で規定する期間は、処分制限期間告示に定める期間とする。 

 

（取得財産等の管理等） 

第２１条 補助対象事業者は、取得財産等について、補助対象事業の完了

後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的

に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

 

（取得財産等の処分の制限） 

第２２条 補助対象事業者は、取得財産等について、補助金交付の目的及

び耐用年数省令を勘案して、大臣が別に定める期間を経過するまでは、

大臣の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して処分をしてはなら

２ 補助対象事業者は、前項の帳簿とともにその内容を証する書類を整理

して、補助対象事業の完了する日の属する年度の終了後５年間保存しな

ければならない。 

 

（取得財産等の整理） 

第１９条 補助対象事業者は、取得財産等に関する特別の帳簿を備え、取

得財産等を取得し、又は効用の増加した時期、所在場所、価格及び取得

財産等に係る補助金等の取得財産等の状況が明らかになるよう整理しな

ければならない。 

 

（帳簿等の保存） 

第２０条 補助対象事業者は、次の各号に掲げる帳簿等を、次項で定める

期間保存しておかなければならない。 

 一 取得財産等の得喪に関する書類 

 二 取得財産等の現状把握に必要な書類及び資料類 

２ 前項で規定する期間は、処分制限期間告示に定める期間とする。 

 

（取得財産等の管理等） 

第２１条 補助対象事業者は、取得財産等について、補助対象事業の完了

後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的

に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

 

（取得財産等の処分の制限） 

第２２条 補助対象事業者は、取得財産等について、補助金交付の目的及

び耐用年数省令を勘案して、大臣が別に定める期間を経過するまでは、

大臣の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して処分をしてはなら
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ない。 

２ 補助対象事業者は、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ様

式第１４－１０による財産処分承認申請書を提出して大臣の承認を受け

なければならない。 

３ 大臣は、前項の承認をしようとする場合において、交付した補助金の

うち第１項の処分時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当

する分を原則として返還させるとともに、さらに、当該処分により補助

対象事業者に利益が生じるときは、交付した補助金額の範囲内でその利

益の全部又は一部を国に納付させることとする。 

 

（自動運転社会実装推進事業） 

第２３条 国土交通大臣は、令和６年度第一次補正予算に限り、交通ＤＸ・

ＧＸによる経営改善支援事業等のうち自動運転による地域公共交通実証

調査事業（以下「自動運転社会実装推進事業」という。）を行う者（以下

この条から附則第２４条までにおいて「補助対象事業者」という。）に

対し予算の範囲内において補助金を交付する。 

 

（準用規定） 

第２４条 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱附則（令和４

年２月１５日付国総地第６１号他）第３条から第２１条までの規定は、

前条の自動運転社会実装推進事業を行う場合において準用する。 

 

（バリアフリー化設備等整備事業） 

第２５条 第７４条から第９１条に定めるバリアフリー化設備等整備事業

は、令和６年度第一次補正予算に限り、本条の規定によることができる。 

２ 前項による場合、第７４条から第９１条の規定を準用する。この場合、

ない。 

２ 補助対象事業者は、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ様

式第１４－１０による財産処分承認申請書を提出して大臣の承認を受け

なければならない。 

３ 大臣は、前項の承認をしようとする場合において、交付した補助金の

うち第１項の処分時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当

する分を原則として返還させるとともに、さらに、当該処分により補助

対象事業者に利益が生じるときは、交付した補助金額の範囲内でその利

益の全部又は一部を国に納付させることとする。 

 

（自動運転社会実装推進事業） 

第２３条 国土交通大臣は、令和５年度第一次補正予算に限り、交通ＤＸ・

ＧＸによる経営改善支援事業等のうち自動運転による地域公共交通実証

調査事業（以下「自動運転社会実装推進事業」という。）を行う者（以下

この条から附則第２４条までにおいて「補助対象事業者」という。）に

対し予算の範囲内において補助金を交付する。 

 

（準用規定） 

第２４条 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱附則（令和４

年２月１５日付国総地第６１号他）第３条から第２１条までの規定は、

前条の自動運転社会実装推進事業を行う場合において準用する。 

 

（新設） 
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第７４条から第９１条中「別表２３」は「附則別表１」、第７７条中「補

助金交付申請書に、第７５条第１項各号の事項を記載した生活交通確保

維持改善計画又は生活交通改善事業計画を添付し」は「補助金交付申請

書を」と読み替えるものとする。 

 

附則別表１（令和７年３月４日改正附則第２条、第５条第２項、第６条、第７

条第２項及び第７条第３項関連） 

 

種目 補助対象事業者 補助対象経

費の区分 

補助率 

鉄道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄軌道事業者（地

方公共団体（第三

種鉄道事業者及

び軌道整備事業

者を除く。）、日

本国有鉄道改革

法（昭和６１年法

律第８７号）第６

条第２項に定め

る旅客会社及び

同法第８条第２

項に定める貨物

会社、大手民鉄及

び大手民鉄に準

ずる大都市周辺

の民鉄事業者並

公共交通の

デジタル化・

システム化・

グリーン化

に要する費

用（遠隔管理

システム等）

並びにデジ

タル化・シス

テム化・グリ

ーン化のた

めの技術研

修及び調査

等（人件費は

除く）に要す

る経費 

１／２（当該

補助対象経

費が１００

万円以下の

部分につい

ては定額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表１（令和６年３月２１日改正附則第２条、第５条第２項、第６条、第

７条第２項及び第７条第３項関連） 

 

種目 補助対象事業者 補助対象経

費の区分 

補助率 

鉄道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄軌道事業者（地

方公共団体（第三

種鉄道事業者及

び軌道整備事業

者を除く。）、日

本国有鉄道改革

法（昭和６１年法

律第８７号）第６

条第２項に定め

る旅客会社及び

同法第８条第２

項に定める貨物

会社、大手民鉄及

び大手民鉄に準

ずる大都市周辺

の民鉄事業者並

公共交通の

デジタル化・

システム化・

グリーン化

に要する費

用（遠隔管理

システム等）

並びにデジ

タル化・シス

テム化・グリ

ーン化のた

めの技術研

修及び調査

等（人件費は

除く）に要す

る経費 

１／２（当該

補助対象経費

が１００万円

以下の部分に

つ い て は 定

額） 
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びに鋼索鉄道の

みを経営する事

業者を除く。） 

 

 

 

 

 

「交通ＤＸ・

ＧＸによる

地域公共交

通経営改善

計画」に基づ

く新たな取

組の実証運

行に要する

費用 

１／２ 

 

 

 

自 動

車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般乗合旅客自

動車運送事業者

及びこれらの者

を構成員に含む

団体（「交通ＤＸ・

ＧＸによる地域

公共交通経営改

善計画」に基づく

新たな取組の実

証運行に要する

費用は除く。）並

びにこれらの者

に車両を貸与す

る者 

「交通ＤＸ・

ＧＸによる

地域公共交

通経営改善

計画」に基づ

く新たな取

組の実証運

行に要する

費用 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

一般貸切旅客自 「交通ＤＸ・１／２ 

びに鋼索鉄道の

みを経営する事

業者を除く。） 

 

 

 

 

 

「交通ＤＸ・

ＧＸによる

地域公共交

通経営改善

計画」に基づ

く新たな取

組の実証運

行に要する

費用 

１／２ 

 

 

 

自 動

車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般乗合旅客自

動車運送事業者

及びこれらの者

を構成員に含む

団体（「交通ＤＸ・

ＧＸによる地域

公共交通経営改

善計画」に基づく

新たな取組の実

証運行に要する

費用は除く。）並

びにこれらの者

に車両を貸与す

る者 

「交通ＤＸ・

ＧＸによる

地域公共交

通経営改善

計画」に基づ

く新たな取

組の実証運

行に要する

費用 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

一般貸切旅客自 「交通ＤＸ・１／２ 
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動車運送事業者

及びこれらの者

を構成員に含む

団体（「交通ＤＸ・

ＧＸによる地域

公共交通経営改

善計画」に基づく

新たな取組の実

証運行に要する

費用は除く。）並

びにこれらの者

に車両を貸与す

る者 

ＧＸによる

地域公共交

通経営改善

計画」に基づ

く新たな取

組の実証運

行に要する

費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般乗用旅客自

動車運送事業者

及びこれらの者

を構成員に含む

団体（「交通ＤＸ・

ＧＸによる地域

公共交通経営改

善計画」に基づく

新たな取組の実

証運行に要する

費用は除く。）並

びにこれらの者

に車両を貸与す

「交通ＤＸ・

ＧＸによる

地域公共交

通経営改善

計画」に基づ

く新たな取

組の実証運

行に要する

費用 

 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動車運送事業者

及びこれらの者

を構成員に含む

団体（「交通ＤＸ・

ＧＸによる地域

公共交通経営改

善計画」に基づく

新たな取組の実

証運行に要する

費用は除く。）並

びにこれらの者

に車両を貸与す

る者 

ＧＸによる

地域公共交

通経営改善

計画」に基づ

く新たな取

組の実証運

行に要する

費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般乗用旅客自

動車運送事業者

及びこれらの者

を構成員に含む

団体（「交通ＤＸ・

ＧＸによる地域

公共交通経営改

善計画」に基づく

新たな取組の実

証運行に要する

費用は除く。）並

びにこれらの者

に車両を貸与す

「交通ＤＸ・

ＧＸによる

地域公共交

通経営改善

計画」に基づ

く新たな取

組の実証運

行に要する

費用 

 

 

 

 

１／２ 
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る者 

 

 

 

 

 

海事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２６条第２項

に定める離島航

路事業及び同条

第３項において

離島航路事業と

みなすこととさ

れている事業を

営む者 

 

 

 

 

 

 

 

公共交通の

デジタル化・

システム化・

グリーン化

に要する費

用（ダイヤ最

適化システ

ム等）並びに

デジタル化・

システム化・

グリーン化

のための技

術研修及び

調査等（人件

費は除く）に

要する経費 

１／２（当該

補助対象経

費が１００

万円以下の

部分につい

ては定額） 

 

 

「交通ＤＸ・

ＧＸによる

地域公共交

通経営改善

計画」に基づ

く新たな取

１／２ 

 

 

 

る者 

 

 

 

 

 

海事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２６条第２項

に定める離島航

路事業及び同条

第３項において

離島航路事業と

みなすこととさ

れている事業を

営む者 

 

 

 

 

 

 

 

公共交通の

デジタル化・

システム化・

グリーン化

に要する費

用（ダイヤ最

適化システ

ム等）並びに

デジタル化・

システム化・

グリーン化

のための技

術研修及び

調査等（人件

費は除く）に

要する経費 

１／２（当該

補助対象経費

が１００万円

以下の部分に

つ い て は 定

額） 

 

 

「交通ＤＸ・

ＧＸによる

地域公共交

通経営改善

計画」に基づ

く新たな取

１／２ 
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組の実証運

行に要する

費用 

航空 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本邦航空運送事

業者（特定本邦航

空運送事業者を

除き、主に離島や

同一都道府県内

に係る航空路線

を運航する航空

運送事業者に限

る。） 

 

 

 

 

 

 

 

地域公共交

通のデジタ

ル化・システ

ム化・グリー

ン化に要す

る費用（販売

連携システ

ム等）並びに

デジタル化・

システム化・

グリーン化

のための技

術研修及び

調査等（人件

費は除く）に

要する経費 

１／２（当該

補助対象経

費が１００

万円以下の

部分につい

ては定額） 

 

 

「交通ＤＸ・

ＧＸによる

地域公共交

通経営改善

計画」に基づ

く新たな取

組の実証運

１／２ 

 

 

 

組の実証運

行に要する

費用 

航空 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本邦航空運送事

業者（特定本邦航

空運送事業者を

除き、主に離島や

同一都道府県内

に係る航空路線

を運航する航空

運送事業者に限

る。） 

 

 

 

 

 

 

 

地域公共交

通のデジタ

ル化・システ

ム化・グリー

ン化に要す

る費用（販売

連携システ

ム等）並びに

デジタル化・

システム化・

グリーン化

のための技

術研修及び

調査等（人件

費は除く）に

要する経費 

１／２（当該

補助対象経費

が１００万円

以下の部分に

つ い て は 定

額） 

 

 

「交通ＤＸ・

ＧＸによる

地域公共交

通経営改善

計画」に基づ

く新たな取

組の実証運

１／２ 
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行に要する

費用 

１．補助対象経費には、土地の取得に要する費用を除く。 

２．補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除

の対象となる消費税相当分については、補助対象としないものとする。 

また、補助対象経費に係る消費税のうち、一部又は全部について仕入控除

ができない場合は、その旨を記した理由書を申請書に添付し、補助対象経費

に係る消費税相当額も補助対象とするものとする。上記により消費税相当額

を含めて補助対象経費とした場合は、様式第１４－１１に当該補助対象事業

完了年度の消費税の確定申告書等を添付して提出するものとする。 

 

附則別表２（令和７年３月４日改正附則第２条、第５条第３項、第６条、第７

条第２項及び第１５条関連） 

 

補 助 金

の名称 

 

 

補助事業 補助率 

 

 

補助対象 

経 費 の 区

分 

内容 

 

旅 客 自

動 車 運

送 事 業

等 に 対

す る 交

通ＤＸ・

Ｇ Ｘ に

よ る 経

交通ＤＸ・

Ｇ Ｘ に よ

る 経 営 改

善 支 援 事

業費等 

 

 

 

旅客自動車運

送事業及び道

路運送法第７

８条第二号に

定める自家用

有償旅客運送

を行う者（以下

「自家用有償

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

行に要する

費用 

１．補助対象経費には、土地の取得に要する費用を除く。 

２．補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除

の対象となる消費税相当分については、補助対象としないものとする。 

また、補助対象経費に係る消費税のうち、一部又は全部について仕入控除

ができない場合は、その旨を記した理由書を申請書に添付し、補助対象経費

に係る消費税相当額も補助対象とするものとする。上記により消費税相当額

を含めて補助対象経費とした場合は、様式第１４－１１に当該補助対象事業

完了年度の消費税の確定申告書等を添付して提出するものとする。 

 

附則別表２（令和６年３月２１日改正附則第２条、第５条第３項、第６条、第

７条第２項及び第１５条関連） 

 

補 助 金

の名称 

 

 

補助事業 補助率 

 

 

補助対象 

経 費 の 区

分 

内容 

 

旅 客 自

動 車 運

送 事 業

等 に 対

す る 交

通ＤＸ・

Ｇ Ｘ に

よ る 経

交通ＤＸ・

Ｇ Ｘ に よ

る 経 営 改

善 支 援 事

業費等 

 

 

 

旅客自動車運

送事業及び旅

客自動車運送

事業及び道路

運送法第７８

条第二号に定

める自家用有

償旅客運送を

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 16 / 36 

 

営 改 善

支 援 事

業等（間

接補助） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅客運送者」と

いう。）並びに

これらの者を

構成員に含む

団体並びにこ

れらの者に車

両を貸与する

者が行う交通

ＤＸ・ＧＸによ

る経営改善に

要する経費（公

共交通のデジ

タル化・システ

ム化・グリーン

化に要する費

用（運行管理シ

ステム、配車ア

プリ等）、デジ

タル化・システ

ム化・グリーン

化のための技

術研修及び調

査等（人件費は

除く）に要する

経費） 

 

 

 

 

営 改 善

支 援 事

業等（間

接補助） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行う者（以下

「自家用有償

旅客運送者」と

いう。）並びに

これらの者を

構成員に含む

団体並びにこ

れらの者に車

両を貸与する

者が行う交通

ＤＸ・ＧＸによ

る経営改善に

要する経費（公

共交通のデジ

タル化・システ

ム化・グリーン

化に要する費

用（運行管理シ

ステム、配車ア

プリ等）、デジ

タル化・システ

ム化・グリーン

化のための技

術研修及び調

査等（人件費は

除く）に要する
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旅客自動車運

送事業者及び

自家用有償旅

客運送者並び

にこれらの者

を構成員に含

む団体による

人材確保に要

する経費（人材

確保セミナー

開催経費、広報

業務に関する

経費、二種免許

取得に関する

経費等） 

１／２ 

 

 

 

旅 客 自

動 車 運

送 事 業

等 に 対

す る 交

通ＤＸ・

Ｇ Ｘ に

よ る 事

業等（直

接補助） 

人件費 

 

補助事業に従

事する者の作

業時間に対す

る人件費 

定額 

 

調査費 

 

補助事業を実

施するために

必要な調査に

係る経費 

定額 

 

事務費 

 

振込手数料、旅

費、会議、謝金、

定額 

 

経費） 

旅客自動車運

送事業者及び

これらの者を

構成員に含む

団体による人

材確保に要す

る経費（人材確

保セミナー開

催経費、広報業

務に関する経

費、二種免許取

得に関する経

費等） 

 

 

１／２ 

 

 

 

旅 客 自

動 車 運

送 事 業

等 に 対

す る 交

通ＤＸ・

Ｇ Ｘ に

よ る 事

業等（直

接補助） 

人件費 

 

補助事業に従

事する者の作

業時間に対す

る人件費 

定額 

 

調査費 

 

補助事業を実

施するために

必要な調査に

係る経費 

定額 

 

事務費 

 

振込手数料、旅

費、会議、謝金、

定額 
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  備品費、借料及

び損料、消耗品

費、外注費、印

刷製本費、補助

員人件費、その

他諸経費、委託

費 

 

１．補助対象経費には、土地の取得に要する費用を除く。 

２．補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除

の対象となる消費税相当分については、補助対象としないものとする。 

また、補助対象経費に係る消費税のうち、一部又は全部について仕入控除

ができない場合は、その旨を記した理由書を申請書に添付し、補助対象経費

に係る消費税相当額も補助対象とするものとする。上記により消費税相当額

を含めて補助対象経費とした場合は、様式第１４－１１に当該補助対象事業

完了年度の消費税の確定申告書等を添付して提出するものとする。 

３．補助対象事業者は「旅客自動車運送事業等に対する交通ＤＸ・ＧＸによる

経営改善支援事業等を行う者に補助金を交付する者」とする。 

４．具体的な支援内容等の詳細は、別途公募要領に定める。 

 

附則別表３（令和７年３月４日改正附則第２条、第５条第４項、第６条及び第

７条第２項関連） 

 

補 助 対

象 事 業

者 

補助対象経費の区

分 

補助率 

公 共 交 地域の公共交通事 １／３（ただし、ク

  備品費、借料及

び損料、消耗品

費、外注費、印

刷製本費、補助

員人件費、その

他諸経費、委託

費 

 

１．補助対象経費には、土地の取得に要する費用を除く。 

２．補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除

の対象となる消費税相当分については、補助対象としないものとする。 

また、補助対象経費に係る消費税のうち、一部又は全部について仕入控除

ができない場合は、その旨を記した理由書を申請書に添付し、補助対象経費

に係る消費税相当額も補助対象とするものとする。上記により消費税相当額

を含めて補助対象経費とした場合は、様式第１４－１１に当該補助対象事業

完了年度の消費税の確定申告書等を添付して提出するものとする。 

（新設） 

 

（新設） 

 

附則別表３（令和６年３月２１日改正附則第２条、第５条第４項、第６条及び

第７条第２項関連） 

 

補 助 対

象 事 業

者 

補助対象経費の区

分 

補助率 

公 共 交 地域の公共交通事 １／３（ただし、クラ
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通 事 業

者（次に

掲 げ る

者 を い

う。）、

地 方 公

共 団 体

又 は こ

れ ら を

構 成 員

と す る

協議会 

 

イ 鉄道

事 業

法（昭

和 ６

１ 年

法 律

第 ９

２号）

に よ

る 鉄

道 事

業 者

（ 旅

業者におけるキャ

ッシュレス決済の

導入に要する経費 

 

 

 

 

 

 

ラウド型キャッシ

ュレス決済の導入

に要する経費につ

いては１／２） 

 

 

 

地域の公共交通事

業者等における交

通情報のデータ化

のためのシステム

整備に要する経費 

１／２ 

 

 

 

地域の公共交通事

業者等における混

雑情報（予測を含

む。）を提供するシ

ステム等の導入に

要する経費 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

通 事 業

者（次に

掲 げ る

者 を い

う。）、

地 方 公

共 団 体

又 は こ

れ ら を

構 成 員

と す る

協議会 

 

イ 鉄道

事 業

法（昭

和 ６

１ 年

法 律

第 ９

２号）

に よ

る 鉄

道 事

業 者

（ 旅

業者におけるキャ

ッシュレス決済の

導入に要する経費 

 

 

 

 

 

 

ウド型キャッシュレ

ス決済の導入に要す

る経費については１

／２） 

 

 

 

地域の公共交通事

業者等における交

通情報のデータ化

のためのシステム

整備に要する経費 

１／２ 

 

 

 

地域の公共交通事

業者等における混

雑情報（予測を含

む。）を提供するシ

ステム等の導入に

要する経費 

 

 

１／２ 
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客 の

運 送

を 行

う も

の 及

び  旅

客 の

運 送

を 行

う 鉄

道 事

業 者

に 鉄

道 施

設 を

譲 渡

し、又

は 使

用 さ

せ る

も の

に 限

る。） 

ロ 軌道

法（大

正 １

客 の

運 送

を 行

う も

の 及

び 旅

客 の

運 送

を 行

う 鉄

道 事

業 者

に 鉄

道 施

設 を

譲 渡

し、又

は 使

用 さ

せ る

も の

に 限

る。） 

ロ 軌道

法（大

正 １
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０ 年

法 律

第 ７

６号）

に よ

る 軌

道 経

営 者

（ 旅

客 の

運 送

を 行

う も

の に

限

る。） 

ハ 道路

運 送

法（昭

和 ２

６ 年

法 律

第 １

８ ３

号）に

よ る

０ 年

法 律

第 ７

６号）

に よ

る 軌

道 経

営 者

（ 旅

客 の

運 送

を 行

う も

の に

限

る。） 

ハ 道路

運 送

法（昭

和 ２

６ 年

法 律

第 １

８ ３

号）に

よ る



 

 22 / 36 

 

一 般

乗 合

旅 客

自 動

車 運

送 事

業者、

一 般 

乗 用

旅 客

自 動

車 運

送 事

業 者

及 び

自 家

用 有

償 旅

客 運

送 者

並 び

に こ

れ ら

の 者

に 車

両 を

一 般

乗 合

旅 客

自 動

車 運

送 事

業者、

一 般 

乗 用

旅 客

自 動

車 運

送 事

業 者

及 び

自 家

用 有

償 旅

客 運

送 者

並 び

に こ

れ ら

の 者

に 車

両 を
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貸 与

す る

者  

ニ 海上

運 送

法（昭

和 ２

４ 年

法 律

第 １

８ ７

号）第

２ 条

第 ５

項 に

規 定

す る

一 般

旅 客

定 期

航 路

事  業

（ 本

邦 以

外 の

地 域

貸 与

す る

者  

ニ 海上

運 送

法（昭

和 ２

４ 年

法 律

第 １

８ ７

号）第

２ 条

第 ５

項 に

規 定

す る

一 般

旅 客

定 期

航 路

事 業

（ 本

邦 以

外 の

地 域
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の 各

港 間

に 航

路 を

定 め

て 行

う も

の を

除

く。）

を 営

む 者

及 び

こ れ

ら の

者 に 

船 舶

を 貸

与 す

る者 

１．補助対象経費には、土地の取得に要する費用を除く。 

２．補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除

の対象となる消費税相当分については、補助対象としないものとする。 

また、補助対象経費に係る消費税のうち、一部又は全部について仕入控除

ができない場合は、その旨を記した理由書を申請書に添付し、補助対象経費

に係る消費税相当額も補助対象とするものとする。上記により消費税相当額

の 各

港 間

に 航

路 を

定 め

て 行

う も

の を

除

く。）

を 営

む 者

及 び

こ れ

ら の

者 に 

船 舶

を 貸

与 す

る者 

１．補助対象経費には、土地の取得に要する費用を除く。 

２．補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除

の対象となる消費税相当分については、補助対象としないものとする。 

また、補助対象経費に係る消費税のうち、一部又は全部について仕入控除

ができない場合は、その旨を記した理由書を申請書に添付し、補助対象経費

に係る消費税相当額も補助対象とするものとする。上記により消費税相当額
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を含めて補助対象経費とした場合は、様式第１４－１１に当該補助対象事業

完了年度の消費税の確定申告書等を添付して提出するものとする。 

 

 

附則別表１（令和４年２月１５日改正、令和７年３月４日改正附則第３条第２

項及び附則第４条関連） 

 

補助金の名称 

 

 

補助事業 補助率 

 

 

補助対象 

経費の区分 

内容 

 

（１）自動運転

社会実装推進

事業（間接補

助） 

 

 

 

 

 

 

 

自動運転に

よる地域公

共交通実証

調査事業費 

 バス等の地域公共交

通サービスを自動運転

により提供しつつ、技術

面、経営面、住民の受容

性の観点から行う実証

事業に要する経費 

４／５ 

 

 

 

業務管理費 

 

 

 

 

 

 労務費、普及関連費、

外注費、会議費、旅費、

通信運搬費、消耗品費、

物品費、事務所維持費、

光熱水費、賃借料、印刷

費、図書費、謝金、広告

費、その他事業を行うた

めに特に必要と認めら

れるもの（公租公課等） 

４／５ 

 

 

 

 

 

（２）自動運転 人件費  補助事業に従事する 定額 

を含めて補助対象経費とした場合は、様式第１４－１１に当該補助対象事業

完了年度の消費税の確定申告書等を添付して提出するものとする。 

 

 

附則別表１（令和４年２月１５日改正附則第３条第２項及び附則第４条関連） 

 

 

補助金の名称 

 

 

補助事業 補助率 

 

 

補助対象 

経費の区分 

内容 

 

１）自動運転

実証調査事業

（間接補助） 

 

 

 

 

 

 

自動運転に

よる地域公

共交通実証

調査事業費 

 バス等の地域公共交

通サービスを自動運転

により提供しつつ、技術

面、経営面、住民の受容

性の観点から行う実証

事業に要する経費 

定額 

 

 

 

業務管理費 

 

 

 

 

 

 労務費、普及関連費、

外注費、会議費、旅費、

通信運搬費、消耗品費、

物品費、事務所維持費、

光熱水費、賃借料、印刷

費、図書費、謝金、広告

費、その他事業を行うた

めに特に必要と認めら

れるもの（公租公課等） 

定額 

 

 

 

 

 

（２）自動運転 人件費  補助事業に従事する 定額 
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社会実装推進

事業（直接補

助） 

 

 

 

 者の作業時間に対する

人件費 

 

事業費 

 

 

 

 旅費、会議費、謝金、

備品費、借料及び損料、

消耗品費、外注費、翻訳・

通訳費、印刷製本費、補

助員人件費、その他諸経

費、委託費 

定額 

 

 

 

１． 具体的な支援内容等の詳細は、別途公募要領に定める。 

２．補助対象経費には、土地の取得に要する費用を除く。 

３．補助対象経費に係る消費税のうち、仕入れ控除を行う場合における仕入控

除の対象となる消費税相当分については、補助対象としないものとする。 

 また、補助対象経費にかかる消費税のうち、一部又は全部について仕入控

除ができない場合は、その旨を記した理由書を申請書に添付し、補助対象経

費にかかる消費税相当額も補助対象とするものとする。上記により消費税相

当額を含めた補助対象経費とした場合は、様式第１０―１１に当該補助対象

事業完了年度の消費税の確定申告書等を添付して提出するものとする。 

 

 

附則別表１（令和７年３月４日改正附則第２５条関連） 

 

種目 
補助対象経費の区分 補助率 

実証調査事業

（直接補助） 

 

 

 

 者の作業時間に対する

人件費 

 

事業費 

 

 

 

 旅費、会議費、謝金、

備品費、借料及び損料、

消耗品費、外注費、翻訳・

通訳費、印刷製本費、補

助員人件費、その他諸経

費、委託費 

定額 

 

 

 

（新設） 

１．補助対象経費には、土地の取得に要する費用を除く。 

２．補助対象経費に係る消費税のうち、仕入れ控除を行う場合における仕入控

除の対象となる消費税相当分については、補助対象としないものとする。 

 また、補助対象経費にかかる消費税のうち、一部又は全部について仕入控

除ができない場合は、その旨を記した理由書を申請書に添付し、補助対象経

費にかかる消費税相当額も補助対象とするものとする。上記により消費税相

当額を含めた補助対象経費とした場合は、様式第１０―１１に当該補助対象

事業完了年度の消費税の確定申告書等を添付して提出するものとする。 

 

 

（新設） 
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自 動 車

（ 間 接

補助） 

一般乗合旅客自動車運送事業者（路線定期

運行を行う者に限る。）、一般乗用旅客自動

車運送事業者、これらの者に車両を貸与す

る者が行う以下の事業に係る経費 

・バス・タクシー車両の移動等円滑化に要

する経費（ノンステップバス・リフト付バス

（空港アクセス又は観光周遊に使用するも

のを除く。）、福祉タクシー（ユニバーサル

デザインタクシー（空港アクセス又は観光

周遊に使用するものに限る。）を除く。）の

導入・改造に要する経費のうち車両本体及

び車載機器類の価格、改造費） 

１／３ 

（ただし、ノンステ

ップバス、リフト付

バスについては、１

／４又は当該補助対

象経費と通常車両価

格との差額に１／２

を乗じて得た額のい

ずれか少ない額） 

一般乗用旅客自動車運送事業者を構成員に

含む団体、上記に準ずるものとして大臣が

認定した者が行う以下の事業に係る経費 

・福祉タクシーの共同配車センターの整備

に要する経費（通信設備整備、車載機器整

備、コーディネーターの育成） 

一般乗合客自動車運送事業者（路線定期運

行を行う者に限る。）、バスターミナル事業

を営む者、一般乗用旅客自動車運送事業者、

これらの者を構成員に含む団体、及び上記

に準ずるものとして大臣が認定した者が行

う以下の事業に係る経費 

・バスターミナル、タクシー乗り場の移動

等円滑化に要する経費（段差の解消（構造上
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の 理由により、スロープ又はエレベータ

ーを設置することが困難である場合であっ

て、昇降機（車いす使用者の円滑な利用に適

した構造のものに限る。）を整備する場合に

限る。）及び誘導用ブロックの整備等に要す

る経費のうち本工事費（資産の購入を含

む。）、附帯工事費、補償費及び事務費（補

助対象事業に直接要する経費に限る。）） 

・バリア解消に資する待合・乗継環境の向

上、情報提供に要する経費（待合施設、ホー

ムページ制作等） 

一般乗合旅客運送事業者及び同事業者を構

成員に含む団体、上記に準ずるものとして

大臣が認定した者が行う以下の事業に係る

経費 

・障害者用ＩＣカードシステム及び障害者

用ＷＥＢ予約・決済システムの導入に要す

る経費 

自 動 車

（ 直 接

補助） 

バリアフリー化設備等整備事業を行う者に

対して補助金を交付する事業を行うための

以下の経費 

・補助事業に従事する者の作業時間に対す

る人件費 

・旅費、会議費、謝金、備品費、借料及び損

料、消耗品費、外注費、翻訳・通訳費、印刷

製本費、補助員人件費、その他諸経費、委託

定額 
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【本則 バリアフリー等】 

費 

（注） 

１．補助対象経費には、土地の取得に要する費用を除く。 

２．補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除

の対象となる消費税相当分については、補助対象としないものとする。 

また、補助対象経費に係る消費税のうち、一部又は全部について仕入控除

ができない場合は、その旨を記した理由書を申請書に添付し、補助対象経費

に係る消費税相当額も補助対象とするものとする。上記により消費税相当額

を含めて補助対象経費とした場合は、様式４に当該補助対象事業完了年度の

消費税の確定申告書等を添付して提出するものとする。 

３．補助対象事業者は「バリアフリー化設備等整備事業を行う者に補助金を交

付する者」とする。 

４．具体的な支援内容等の詳細は、別途公募要領に定める。 

改 正 後 改 正 前（現時点版） 

（本則部分） 

別表２３（第７４条第２項関連） 

 

バリアフリー化設備等整備事業（補助対象事業者等） 

種目 補助対象事業者 補助対象経費の区分 補助率 
鉄道 
 

鉄軌道事業者 
 

・鉄軌道駅の移動等円滑化に

要する経費（段差の解消及び

バリアフリートイレの設置

１／３ 
 

（本則部分） 

別表２３（第７４条第２項関連） 

 

バリアフリー化設備等整備事業（補助対象事業者等） 

種目 補助対象事業者 補助対象経費の区分 補助率 
鉄道 
 

鉄軌道事業者 
 

・鉄軌道駅の移動等円滑化に

要する経費（段差の解消及び

多機能トイレの設置並びに

１／３ 
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並びに誘導用ブロックの整

備等に要する経費のうち本

工事費（資産の購入を含

む。）、附帯工事費、補償費

及び事務費（補助対象事業に

直接要する経費に限る。）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・バリア解消に資する待合・乗

継環境の向上、情報提供に要

する経費（駅舎、待合施設、

情報提供案内板、ホームペー

ジ制作等） 
・障害者用ＩＣカードシステ

ム及び障害者用ＷＥＢ予約・

決済システムの導入に要す

る経費 
自 動

車 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般乗合旅客自

動車運送事業者

（路線定期運行

を 行 う 者 に 限

る。）、一般乗用

旅客自動車運送

事業者、これらの

者に車両を貸与

する者 

・バス・タクシー車両の移動等

円滑化に要する経費（ノンス

テップバス・リフト付バス

（空港アクセス又は観光周

遊に使用するものを除く。）、

福祉タクシー（ユニバーサル

デザインタクシー（空港アク

セス又は観光周遊に使用す

るものに限る。）を除く。）

の導入・改造に要する経費の

うち車両本体及び車載機器

類の価格、改造費） 
 

１／３ 
（ た だ

し、ノン

ステップ

バス、リ

フト付バ

スについ

ては、１

／４又は

当該補助

対象経費

と通常車

両価格と

の差額に一般乗用旅客自 ・福祉タクシーの共同配車セ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誘導用ブロックの整備等に

要する経費のうち本工事費

（資産の購入を含む。）、附

帯工事費、補償費及び事務費

（補助対象事業に直接要す

る経費に限る。）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・バリア解消に資する待合・乗

継環境の向上、情報提供に要

する経費（駅舎、待合施設、

情報提供案内板、ホームペー

ジ制作等） 
・障害者用ＩＣカードシステ

ム及び障害者用ＷＥＢ予約・

決済システムの導入に要す

る経費 
自 動

車 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般乗合旅客自

動車運送事業者

（路線定期運行

を 行 う 者 に 限

る。）、一般乗用

旅客自動車運送

事業者、これらの

者に車両を貸与

する者 

・バス・タクシー車両の移動等

円滑化に要する経費（ノンス

テップバス・リフト付バス

（空港アクセス又は観光周

遊に使用するものを除く。）、

福祉タクシー（ユニバーサル

デザインタクシー（空港アク

セス又は観光周遊に使用す

るものに限る。）を除く。）

の導入・改造に要する経費の

うち車両本体及び車載機器

類の価格、改造費） 
 

１／３ 
（ た だ

し、ノン

ステップ

バス、リ

フト付バ

スについ

ては、１

／４又は

当該補助

対象経費

と通常車

両価格と

の差額に一般乗用旅客自 ・福祉タクシーの共同配車セ
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動車運送事業者

を構成員に含む

団体、上記に準ず

るものとして大

臣が認定した者 

ンターの整備に要する経費

（通信設備整備、車載機器整

備、コーディネーターの育

成） 
 

 

 

１／２を

乗じて得

た額のい

ずれか少

ない額） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般乗合旅客自

動車運送事業者

（路線定期運行

を 行 う 者 に 限

る。）、バスター

ミナル事業を営

む者、一般乗用旅

客自動車運送事

業者、これらの者

を構成員に含む

団体、及び上記に

準ずるものとし

て大臣が認定し

た者 

・バスターミナル、タクシー乗

り場の移動等円滑化に要す

る経費（段差の解消（構造上

の理由により、スロープ又は

エレベーターを設置するこ

とが困難である場合であっ

て、昇降機（車いす使用者の

円滑な利用に適した構造の

ものに限る。）を整備する場

合に限る。）及び誘導用ブロ

ックの整備等に要する経費

のうち本工事費（資産の購入

を含む。）、附帯工事費、補

償費及び事務費（補助対象事

業に直接要する経費に限

る。）） 
・バリア解消に資する待合・乗

継環境の向上、情報提供に要

する経費（待合施設、ホーム

ページ制作等） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動車運送事業者

を構成員に含む

団体、上記に準ず

るものとして大

臣が認定した者 

ンターの整備に要する経費

（通信設備整備、車載機器整

備、コーディネーターの育

成） 
 

 

 

１／２を

乗じて得

た額のい

ずれか少

ない額） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般乗合旅客自

動車運送事業者

（路線定期運行

を 行 う 者 に 限

る。）、バスター

ミナル事業を営

む者、一般乗用旅

客自動車運送事

業者、これらの者

を構成員に含む

団体、及び上記に

準ずるものとし

て大臣が認定し

た者 

・バスターミナル、タクシー乗

り場の移動等円滑化に要す

る経費（段差の解消（構造上

の理由により、スロープ又は

エレベーターを設置するこ

とが困難である場合であっ

て、昇降機（車いす使用者の

円滑な利用に適した構造の

ものに限る。）を整備する場

合に限る。）及び誘導用ブロ

ックの整備等に要する経費

のうち本工事費（資産の購入

を含む。）、附帯工事費、補

償費及び事務費（補助対象事

業に直接要する経費に限

る。）） 
・バリア解消に資する待合・乗

継環境の向上、情報提供に要

する経費（待合施設、ホーム

ページ制作等） 
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 一般乗合旅客運

送事業者及び同

事業者を構成員

に含む団体、上記

に準ずるものと

して大臣が認定

した者 

・障害者用ＩＣカードシステ

ム及び障害者用ＷＥＢ予 
 約・決済システムの導入に要

する経費 
 

 

 

 

１／３ 
 

 

 

 

 

海事 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内一般旅客定

期航路事業を営

む者（以下「国内

一般旅客定期航

路事業者」とい

う。）、国内旅客

不定期航路事業

を営む者（以下

「国内旅客不定

期航路事業者」と

いう。）、国内にお

いて一般不定期

航路事業を営む

者（以下「国内一

般不定期航路事

業者」という。）、

これらの者に船

舶を貸与する船

舶貸渡業を営む

者 

・船舶の移動等円滑化に要す

る経費、段差の解消及びバリ

アフリートイレの設置等に

要する経費のうち本工事費

（資産の購入を含む）、附帯

工事費及び事務費（補助対象

事業に直接要する経費に限

る。） 
 

１／３ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一般乗合旅客運

送事業者及び同

事業者を構成員

に含む団体、上記

に準ずるものと

して大臣が認定

した者 

・障害者用ＩＣカードシステ

ム及び障害者用ＷＥＢ予 
 約・決済システムの導入に要

する経費 
 

 

 

 

１／３ 
 

 

 

 

 

海事 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内一般旅客定

期航路事業を営

む者（以下「国内

一般旅客定期航

路事業者」とい

う。）及び国内一

般旅客定期航路

事業者に船舶を

貸与する船舶貸

渡業を営む者 
 

・船舶の移動等円滑化に要す

る経費（高度バリアフリー化

船の建造、船舶の改造に要す

る経費のうち、高度バリアフ

リー化船の建造であっては、

高度バリアフリー化船の船

価と基準船舶（移動等円滑化

のために必要な旅客施設又

は車両等の構造及び設備に

関する基準を定める省令（平

成 18 年国土交通省令第 111

号）に基づくバリアフリー基

準に適合した設備だけを設

置した船舶）の船価との差

額、船舶の改造にあっては改

造費（資産の購入を含む）、

附帯工事費及び事務費（補助

対象事業に直接要する経費

に限る。）） 
 

１／３ 
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国内一般旅客定

期航路事業者、国

内旅客不定期航

路事業者、国内一

般不定期航路事

業者で旅客船タ

ーミナルを設置

し、又は管理する

者 
 

・旅客船ターミナルの移動等

円滑化に要する経費（段差の

解消及びバリアフリートイ

レの設置等並びに誘導用ブ

ロックの整備等に要する経

費のうち本工事費（資産の購

入を含む。）、附帯工事費、

補償費及び事務費（補助対象

事業に直接要する経費に限

る。）） 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・バリア解消に資する待合・乗

継環境の向上、情報提供に要

する経費（待合施設、情報提

供案内板、ホームページ制作

等） 
国内一般旅客定

期航路事業者、国

内旅客不定期航

路事業者、国内一

般不定期航路事

業者、これらの者

に船舶を貸与す

る船舶貸渡業を

営む者 

・障害者の利用に対応したＷ

ＥＢによる乗船券等の予約・

決済システム、ＱＲコード等

による乗船券等のチケット

レス化に対応した乗船・客室

設備の導入・改修に要する経

費 
・障害者等に対する音声ガイ

ドサービスの導入に要する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内一般旅客定

期航路事業者又

は国内旅客不定

期航路事業を営

む者（以下「国内

旅客不定期航路

事業者」という。）

で旅客船ターミ

ナルを設置し、又

は管理する者 
 

・旅客船ターミナルの移動等

円滑化に要する経費（段差の

解消（構造上の理由により、

スロープ又はエレベーター

を設置することが困難であ

る場合であって、昇降機（車

いす使用者の円滑な利用に

適した構造のものに限る。）

を整備する場合に限る。）及

び誘導用ブロックの整備等

に要する経費のうち本工事

費（資産の購入を含む。）、

附帯工事費、補償費及び事務

費（補助対象事業に直接要す

る経費に限る。）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・バリア解消に資する待合・乗

継環境の向上、情報提供に要

する経費（待合施設、情報提

供案内板、ホームページ制作

等） 
国内一般旅客定

期航路事業者、国

内旅客不定期航

路事業者、国内一

般旅客定期航路

事業者又は国内

旅客不定期航路

事業者に船舶を

貸与する船舶貸

・障害者の利用に対応したＷ

ＥＢによる乗船券等の予約・

決済システム、ＱＲコード等

による乗船券等のチケット

レス化に対応した乗船・客室

設備の導入・改修に要する経

費 
・障害者等に対する音声ガイ

ドサービスの導入に要する
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経費 
 

航空 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本邦航空運送事

業者及び航空旅

客ターミナル施

設を設置し又は

管理する者 
 

 

 

 

 

 

・航空旅客ターミナル施設の

移動等円滑化に要する経費

（段差の解消（構造上の理由

により、スロープ又はエレベ

ーターを設置することが困

難である場合であって、昇降

機（車いす使用者の円滑な利

用に適した構造のものに限

る。）を整備する場合に限

る。）及び誘導用ブロックの

整備等に要する経費のうち

本工事費（資産の購入を含

む。）、附帯工事費、補償費

及び事務費（補助対象事業に

直接要する経費に限る。）） 

１／３ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・バリア解消に資する待合・乗

継環境の向上、情報提供に要

する経費（待合施設、情報提

供案内板、ホームページ制作

等） 
（注） 

１．補助対象経費には、土地の取得に要する費用を除く。 

２．補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入れ控除の対象

となる消費税相当分については、補助対象としないものとする。 

 また補助対象経費に係る消費税のうち、一部又は全部について仕入控除ができな

い場合は、その旨を記した理由書を申請書に添付し、補助対象経費に係る消費税相

渡業を営む者 経費 
 

航空 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本邦航空運送事

業者及び航空旅

客ターミナル施

設を設置し又は

管理する者 
 

 

 

 

 

 

・航空旅客ターミナル施設の

移動等円滑化に要する経費

（段差の解消（構造上の理由

により、スロープ又はエレベ

ーターを設置することが困

難である場合であって、昇降

機（車いす使用者の円滑な利

用に適した構造のものに限

る。）を整備する場合に限

る。）及び誘導用ブロックの

整備等に要する経費のうち

本工事費（資産の購入を含

む。）、附帯工事費、補償費

及び事務費（補助対象事業に

直接要する経費に限る。）） 

１／３ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・バリア解消に資する待合・乗

継環境の向上、情報提供に要

する経費（待合施設、情報提

供案内板、ホームページ制作

等） 
（注） 

１．補助対象経費には、土地の取得に要する費用を除く。 

２．補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入れ控除の対象

となる消費税相当分については、補助対象としないものとする。 

 また補助対象経費に係る消費税のうち、一部又は全部について仕入控除ができな

い場合は、その旨を記した理由書を申請書に添付し、補助対象経費に係る消費税相



 

 35 / 36 

 

 

当額も補助対象とするものとする。上記により消費税相当額を含めて補助対象経費

とした場合は、様式第４－１１に当該補助対象事業完了年度の消費税の確定申告書

等を添付して提出するものとする。 
（削除） 
 

３．ノンステップバスの導入に係る補助対象は、原則として、標準仕様ノンステップバ

ス認定要領（平成１５年１２月２６日付け国自技第２１１号、平成１８年３月２０

日付け国自技第２５４号、平成２２年６月４日付け国自技第４９号又は平成２７年

７月２日付け国自技第７５号）に基づく認定を受けたノンステップバスに限ること

とする。なお、標準仕様ノンステップバス認定要領に基づく認定を受けた車両以外

の車両を購入しようとする場合は、事前に大臣にその理由を記載した書類を提出し

なければならない。 

４．ユニバーサルデザインタクシーの導入に係る補助対象は、標準仕様ユニバーサルデ

ザインタクシー認定要領（令和２年３月３１日付け国自旅第３２６号）に基づく認

定を受けたタクシーに限ることとする。 

５．ユニバーサルデザインタクシーの導入・改造に係る補助対象事業者は、特別区・武

三交通圏において１，０００両以上のタクシー車両を保有し、補助金の交付申請を

行う年度の前年度、前々年度、前々々年度のいずれかにおける経常収支が黒字であ

った事業者（特別区・武三交通圏を営業区域とするグループ会社にあっては、当該

グループ会社から業務提携会社を除いた事業者を１つの事業者とみなす。）を除く

こととする。 

６． 「一般不定期航路事業」については、令和７年４月１日の海上運送法

改正以前においては、「人の運送をする不定期航路事業」と読み替える。 
 

当額も補助対象とするものとする。上記により消費税相当額を含めて補助対象経費

とした場合は、様式第４－１１に当該補助対象事業完了年度の消費税の確定申告書

等を添付して提出するものとする。 

３．段差解消のうちエレベーター及びスロープの設置、多機能トイレの設置について

は、令和元年度第一次補正予算に限る。 

４．ノンステップバスの導入に係る補助対象は、原則として、標準仕様ノンステップバ

ス認定要領（平成１５年１２月２６日付け国自技第２１１号、平成１８年３月２０

日付け国自技第２５４号、平成２２年６月４日付け国自技第４９号又は平成２７年

７月２日付け国自技第７５号）に基づく認定を受けたノンステップバスに限ること

とする。なお、標準仕様ノンステップバス認定要領に基づく認定を受けた車両以外

の車両を購入しようとする場合は、事前に大臣にその理由を記載した書類を提出し

なければならない。 

５．ユニバーサルデザインタクシーの導入に係る補助対象は、標準仕様ユニバーサルデ

ザインタクシー認定要領（令和２年３月３１日付け国自旅第３２６号）に基づく認

定を受けたタクシーに限ることとする。 

６．ユニバーサルデザインタクシーの導入・改造に係る補助対象事業者は、特別区・武

三交通圏において１，０００両以上のタクシー車両を保有し、補助金の交付申請を

行う年度の前年度、前々年度、前々々年度のいずれかにおける経常収支が黒字であ

った事業者（特別区・武三交通圏を営業区域とするグループ会社にあっては、当該

グループ会社から業務提携会社を除いた事業者を１つの事業者とみなす。）を除く

こととする。 

７．「高度バリアフリー化船」とは、「旅客船バリアフリーガイドライン（令和３年１

１月国土交通省海事局安全基準課）」の推奨基準に適合する設備を有する船舶をい

う。ただし、旅客が乗降するための出入口（舷門又は甲板室の出入口をいう。）、通

路及び車いすスペースのすべてを有していること。 
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【自動運転（令和５年度補正及び令和６年度当初分追加修正））】 

改 正 後 改 正 前 

 附  則（「国総地第１４１号、国鉄事第８０３号、国自旅第３６２号、

国自技環第２０７号、国海内第１７８号、国空事第１１３４号」、「国総

地第５号、国鉄事第６５号、国自旅第１３号、国自技環第５号、国海内第

１１号、国空事第２６号」、「国総地第１７６号、国鉄都第１５１号、国鉄

事第４９９号、国自旅第２９５号、国自技環第１７２号、国海内第２０９

号、国空事第１１２５号」） 

 

第１条  ～ 第２２条 （略） 

 

（自動運転社会実装推進事業） 

第２３条 国土交通大臣は、令和５年度第一次補正予算及び令和６年度予

算に限り、交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援事業等のうち自動運転に

よる地域公共交通実証調査事業（以下「自動運転社会実装推進事業」と

いう。）を行う者（以下この条から附則第２４条までにおいて「補助対

象事業者」という。）に対し予算の範囲内において補助金を交付する。 

 

第２４条 （略） 

 附  則（「国総地第１４１号、国鉄事第８０３号、国自旅第３６２号、

国自技環第２０７号、国海内第１７８号、国空事第１１３４号」、「国総

地第５号、国鉄事第６５号、国自旅第１３号、国自技環第５号、国海内第

１１号、国空事第２６号」） 

 

 

 

第１条  ～ 第２２条 （略） 

 

（自動運転社会実装推進事業） 

第２３条 国土交通大臣は、令和５年度第一次補正予算に限り、交通ＤＸ・

ＧＸによる経営改善支援事業等のうち自動運転による地域公共交通実証

調査事業（以下「自動運転社会実装推進事業」という。）を行う者（以下

この条から附則第２４条までにおいて「補助対象事業者」という。）に

対し予算の範囲内において補助金を交付する。 

 

第２４条 （略） 
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